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市民への説明要請について（通知）

貴法人は、３事業年度にわたって特定非営利活動促進法第２９条第１項の規定による事業報告

書等が未提出となっています。

ついては、別添の「事業報告書等の期限内提出がない特定非営利活動法人に対する取扱いにつ

いて」に基づき、次のとおり市民への説明を実施するとともに、その説明の内容、実施状況等を

文書により当課へ提出してください。

なお、市民への説明要請を行っていること及びこの要請により提出された説明文書は、県の公

式ウェブサイト「美の国あきたネット」で公表します。

１ 説明の内容

（１）３年以上にわたって事業報告書等を所轄庁に提出していない理由

（２）今後の事業報告書等の提出時期

２ 説明の実施方法

市民への説明は、同法の趣旨の鑑み、特定非営利活動法人が自主的に実施すべきものである

ことから、実施方法については貴法人の判断に委ねられますが、次に掲げる方法が考えられま

す。

（１）貴法人が、適当な人員を収容できる会場において、１に記載した内容を述べる説明会を

実施すること。

（２）貴法人の事務所の公衆の見やすい場所において、説明文書を掲示すること。

（３）貴法人が運営するウェブサイト上において、説明文書を公開すること。

（４）当課が、県の公式ウェブサイト上において、貴法人から提出された説明文書に記載され

た内容を公開すること。

３ 市民への説明及び当課への説明文書の提出期限

令和５年３月１７日（金）

期限が過ぎても説明文書が提出されない場合は、その旨を県の公式ウェブサイト上で公表し

ます。
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